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第１回検討小委員会での指摘事項について

ご指摘内容 対応状況

今後の対応策を検討する前提として、第５次十箇年計画
での取組みや達成状況等をどう評価しているのか

これまでの十箇年計画では優先順位をつけて地籍調査を
実施してきたのか

本資料 P.2～13で説明

計画は３～５年で見直す必要があるのではないか 十箇年計画については、途中段階で見直す方向で検討

都市部で官民の筆界情報を整備する手法について、法令
への位置づけを考えるべきではないか

法令上位置づける方向で関係機関等と調整

山村部の地籍調査の推進のためには、作業コストの軽減
が重要ではないか

所在不明者の取扱いについては、登記所との協議や「一
定の要件」等について検討を行う必要がある

基準点の適切な設置・管理を行うことが重要ではないか

資料２－２

「地籍調査促進のための今後の方向性について」で説明

個人情報の取扱いについて、明確にすべきではないか
ご指摘を踏まえ、判断基準となるような資料を作成・提
供する方向で検討

公共事業連携等は、実のある形で進めるべきではないか 本資料 P.14～15で説明
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第5次十箇年計画の達成状況

＋34,000k㎡

第４次十箇年計画終了時（平成11年度末）
123,653k㎡
（進捗率 43%）

計 画 第５次十箇年計画終了時

157,653k㎡
（進捗率 55%）

（平成12～21年度）

実施状況

＋13,279k㎡
（平成12～19年度）

約1,660k㎡／年

第５次十箇年計画終了時

140,252k㎡〔推計値〕
（進捗率 49%）

※十箇年計画の達成率 49% 〔推計値〕
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第5次十箇年計画策定時に盛り込まれた施策

• 一筆地調査における外注化の推進
土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士等の民
間専門技術者を活用して、一筆地調査を実施する

• 一筆地調査における境界確認手続の弾力化
立会が得られないことについて相当の理由がある場合に、客
観資料を用いて作成する筆界案を送付すること等で、筆界を確
認する手法を導入

• 都市部における集中的な調査

• 宅地開発事業等の民間測量成果の活用
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地籍調査の外注状況と実施体制

外注

直営

地籍調査（一筆地調査）の外注状況

地籍調査全体

都市部

19%
42%

81%

58%

（平成２０年度事業計画より）
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市町村の地籍調査に従事する専任職員数の推移

市町村の地籍調査に従事する専任職員数の平均

平成９年度 平成１９年度

3.64人 2.22人

（平成２０年国土調査課調べ）

多くの実施主体（市町村）で作業の外注化が導入されている

一方で、市町村の地籍調査担当職員の確保が難しくなっている
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筆界案による境界の確認状況

○筆界案を作成した中で、土地所有者の確認が得られた割合は、約３５%

○確認を得られた割合は、使用資料ごとに区分すると、「当該筆の位置、形状及び周辺地との

関係に矛盾のない既存資料」を用いた場合が最も高い

筆界案を用いた境界確認状況 使用資料別の確認割合（平成１９年度）

37.3

75.9

77.2

90.7

78.2

0 20 40 60 80 100

(%)

①地積測量図

②当該筆の位置、形状及び周辺地
との関係に矛盾のない既存資料

③現地精通者の証言

④現地の写真

⑤航空写真

平成１９年度に筆界案を作成した筆数
約２４，０００筆

筆界案を用いて
確認が得られた筆
３４．９％
（８，３４３筆）

確認が得られ
なかった筆
６５．１％

N=23,882

（複数回答）

（市区町村アンケート結果：平成２０年度実施）
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過去の十箇年計画における地帯別達成状況

第４次計画 第５次計画

計 画 実績(計画比) 計 画 実績(計画比)

ＤＩＤ 1,000 390 (39%) 2,000 440 (22%) 113%

宅 地 7,700 1,256 (16%) 7,000 1,010 (14%) 80%

農用地 20,500 7,029 (34%) 8,000 4,690 (59%) 67%

林 地 20,000 13,585 (68%) 17,000 10,500 (62%) 77%

合 計 49,200 22,260 (45%) 34,000 16,640 (49%) 75%

対第４次
実績比率

（単位：km2）

※ 宅地及び農用地はＤＩＤ以外の地域

※ 第5次計画の実績は、平成19年度末の実績より推計
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都市部における推進策（都市再生街区基本調査）

都市部の地籍調査を促進するため、その前提となる基礎的調査を、国直轄で実施

都市再生街区基本調査（平成16～18年度）

公図の４隅にあたる
街区の角の座標を調査測量

（全国約230万点）
法務局の公図を数値化

高密度（約200ｍおき）に
街区基準点を設置
（全国約20万点）

全国のＤＩＤ約12,200k㎡のうち地籍調査完了面積を除く約10,100k㎡において、基礎的な下記の情報を整備

都市部における公図と現況のずれの程度を公表

街区基準点

屈曲部分の街区点(街区外周の官民

境界と推定される点)を調査・測量

基本調査で測量
した公図４隅の
街区点

都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)
(平成19年度～)

ずれが大きく、境界情報の蓄積も
見込めない密集市街地等では

土地の有効利用を阻害、
まちづくりが停滞する可能性

少なくとも街区毎の外周位置
を速やかに把握することが必要
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都市部における地籍調査の実施状況
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平成１１年度 平成２１年度
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政令指定都市（18市）及び東京23区における
地籍調査の実施状況

東京都

大阪府

年度
実施中の
市区数

新規着手・再開市区名

平成11年度

平成12年度
10

13

14

16

20

22

24

26

31

32

（墨田区、北区、葛飾区、仙台市、
川崎市、北九州市等で実施）

平成13年度 新宿区、足立区、札幌市、名古屋市

平成14年度 大田区

平成15年度 世田谷区、板橋区

平成16年度 品川区、千葉市、堺市、福岡市

平成17年度 練馬区、広島市

平成18年度 千代田区、豊島区、静岡市

平成19年度 文京区、中野区

平成20年度 台東区、目黒区、横浜市、神戸市

平成21年度 中央区

地籍調査実施中の市区町村数の
推移（東京都及び大阪府）

都市再生街区基本調査の実
施等もあり、特に近年は都市
部での地籍調査が進捗して
いる
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民間測量成果の地籍調査への活用

国土調査法第19条第5項指定の実施 地積測量図の蓄積・活用

(累計値）
平成17年より、地積測量図には、原
則として街区基準点等に基づく座標
値を記録

地 番

土地の所在

土 地 所 在 図

縮 尺作成者 縮 尺申請人
（平成17年5月14日作成）

土地家屋調査士 甲 野 太郎

Ａ市Ｂ町五丁目１番３号
1

250
乙 山 花 子

地 積 測 量 図

Ａ市Ｂ町三丁目

10-1、10-5

10-1 10-5

47

10-3

11-2

12

10-2

イ ロ ハ

ニホヘ

8.246 7.215

1
3.
08
9

12.855 10.036

13
.1
68

・
K1

K2

12
.6
2 2

地番
点名 Ｘ Ｙ 辺長
イ -105,007.751 -72,676.649 12.855
ロ -105,004.752 -72,664.147 12.622
ホ -105,017.255 -72,662.349 8.246
ヘ -105,019.251 -72,670.813 13.089

倍面積
面積
地積

地番
点名 Ｘ Ｙ 辺長
ロ -105,004.752 -72,664.147 10.036
ハ -105,002.374 -72,654.396 13.168
ニ -105,015.508 -72,655.398 7.215
ホ -105,017.255 -72,662.349 12.622

倍面積
面積
地積

座標求積表

216.202
108.101
108.10㎡

10-5

10-1

266.103
133.052
133.05㎡

X Y
K1 公共基準点25724 -103,318.672 -70,740.512
K2 登記基準点30-5 -104,971.221 -72,664.387

（世界測地系）

X Y
イ （既）金属標 -105,007.751 -72,676.649
ロ （新）金属標 -105,004.752 -72,664.147
ハ （既）金属標 -105,002.374 -72,654.396
ニ （既）コンクリート標 -105,015.508 -72,655.398
ホ （新）コンクリート標 -105,017.255 -72,662.349
ヘ （既）コンクリート標 -105,019.251 -72,670.813

符号 名称
座標値

既知点の名称及び座標値

筆界点 境界標
座標値

筆界点の座標値及び境界標

地 番

土地の所在

土 地 所 在 図

縮 尺作成者 縮 尺申請人
（平成17年5月14日作成）

土地家屋調査士 甲 野 太郎

Ａ市Ｂ町五丁目１番３号
1

250
乙 山 花 子

地 積 測 量 図

Ａ市Ｂ町三丁目

10-1、10-5

10-1 10-5

47
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12

10-2
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ニホヘ

8.246 7.215

1
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9
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・
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点名 Ｘ Ｙ 辺長
イ -105,007.751 -72,676.649 12.855
ロ -105,004.752 -72,664.147 12.622
ホ -105,017.255 -72,662.349 8.246
ヘ -105,019.251 -72,670.813 13.089

倍面積
面積
地積

地番
点名 Ｘ Ｙ 辺長
ロ -105,004.752 -72,664.147 10.036
ハ -105,002.374 -72,654.396 13.168
ニ -105,015.508 -72,655.398 7.215
ホ -105,017.255 -72,662.349 12.622

倍面積
面積
地積

座標求積表

216.202
108.101
108.10㎡

10-5

10-1

266.103
133.052
133.05㎡

X Y
K1 公共基準点25724 -103,318.672 -70,740.512
K2 登記基準点30-5 -104,971.221 -72,664.387

（世界測地系）

X Y
イ （既）金属標 -105,007.751 -72,676.649
ロ （新）金属標 -105,004.752 -72,664.147
ハ （既）金属標 -105,002.374 -72,654.396
ニ （既）コンクリート標 -105,015.508 -72,655.398
ホ （新）コンクリート標 -105,017.255 -72,662.349
ヘ （既）コンクリート標 -105,019.251 -72,670.813

符号 名称
座標値

既知点の名称及び座標値

筆界点 境界標
座標値

筆界点の座標値及び境界標

座標値が付与された、精度の高い地
積測量図が登記所に蓄積

地籍調査における境界確認のため
の重要な資料

平成12～20年度までに、約3,000km2の指定（年間約333km2の指定）

平成11年度末
（第4次十箇年計画終了時）

平成20年度末

10,848km2

23,200件

7,852km2

15,927件

指定面積

指定件数

極めて精度の高い公図の14条地図化作業

で14条地図化を実施

43.2km2

都市再生街区基本調査の成果を活用し、極めて精度の
高い公図の存在する地域において、公図に簡易な補正
を行うことにより、登記所に14条地図として備え付け

都市再生街区基本
調査の成果（街区点）

補正前の公図

補正後の公図
(イメージ)
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地籍調査実施にあたっての問題点（市町村アンケート）

調査実施中の市町村が抱える問題点 休止中市町村の休止理由

住民の土地に対する権利意識が強く調査が困難

住民の地籍調査に対する理解が不足、無関心

事務手続きが煩雑

首長や幹部等の地籍調査に対する理解が不足

関係部署との調整が困難

39%

32%

16%

10%

49%

35%

16%

3%

住民の土地に対する権利意識が強く、調査
の実施そのものが難しいという点は根本的
な課題

一方で、調査に対する住民等の関心の不足
も調査遅延の大きな理由

N=521 N=90

（市町村アンケート結果：平成２０年度実施）
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地籍調査実施にあたっての問題点（土地所有者アンケート）

所有している土地の境界は
明らかになっていますか？

土地の境界が明らかではない
としたらどう思いますか？

登記所にある土地の登記簿や
地図を見たことがありますか？

登記所にある情報の半分は、明
治時代の地図や情報を基に作成
されているのはご存知ですか？

明らかに
なっている

92.0%

明らかになって
いない
3.6%

わからない
4.0%

土地所有者に対するアンケート結果：平成20年度国土調査課実施

無回答
0.4%

不安
86.6%

不安には
思わない

5.4%

わからない
7.1% 無回答

0.9%

ある
58.5%

ない
40.9%

無回答
0.6%

知っている
22.5%

知らない
77.3%

無回答
0.2%

あなたの土地は地籍調査
実施済みですか？

実施済み
28.7%

わからない
40.9%

無回答
4.0%

未実施
26.4%

土地境界が明確ではない
と不安に思うが、自分の
土地では問題が無いと
思っている

しかしながら、登記所にあ
る自分の土地の情報につ
いてその実態を知らない
ケースが多く、地籍調査
が実施されているかどう
かを知らない人も多い

(N=1,008)
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地籍調査着手・検討のきっかけ（市町村アンケート）

地籍調査実施中の市町村
（調査着手のきっかけ）

住民からの地籍調査実施の要望が、調査着手の１つの
大きなきっかけになっている

実施中の市町村ほど住民からの要望の割合が多いこと
から、住民の地籍調査に対する意識を高めることが、地
籍調査の着手につながると考えられる

50%

23%

10%

17%

地籍調査休止中の市町村
（過去の着手のきっかけ）

地籍調査未着手の市町村
（検討のきっかけ）

国や都道府県からの働きかけ

住民からの要望

首長等からの指示

その他・無回答

62%

14%

13%

11%

62%

4%

20%

14%

※休止中市町村は、過去の着手のきっかけが明らかな市町村に限る

※未着手市町村は、着手に向けた検討を行った市町村に限る

※いずれも市町村アンケート結果：平成２０年度国土調査課実施

N=694 N=140 N=121
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第5次十箇年計画どおり進捗しなかった要因

• 地籍調査の実施地域が、調査のより困難な都市部へと
移行していること

• 住民の土地に対する権利意識等が強く、地籍調査の実
施そのものが難しいこと

• 住民の地籍調査に対する認識が低く、調査に対しても関
心が低い場合があること

• 地籍調査の実施主体（市町村等）での予算、体制の確保
が難しくなっていること

• 地籍調査に対する意識の醸成
• 地籍調査実施主体である市町村等が取組み
やすい仕組み作り施策の方向性
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公共事業と連携した地籍調査 （事例）

○昭和５４年２月「地籍調査事業の推進について」（国土庁土地局長通達）

○平成２０年４月「公共事業連携調査事業の推進について」（国土交通省土地・水資源局長通知）

国の取組

• 市町村が、県が実施する公共事業の着手前
に、地籍調査を実施した場合には、地籍調
査に要する経費の一部を県が負担すること
で連携を促進

（兵庫県はH18～、鳥取県はH21～）

兵庫県・鳥取県の事例

和歌山県の事例

都道府県・市町村の取組
連携の強化を指導

【地籍調査部局の効果】
①周辺地域への地籍調査実施の波及
②連携が定着することによる他部局から
の地籍調査の実施要望の増大
③地籍調査実施体制や予算の確保

【公共事業部局の効果】
①作業の軽減による施工期間の短縮、
事業効果の早期発現
②作業の軽減による費用の縮減

• 県が実施する公共事業の予定地区は、事前
の地籍調査実施を指導

• 地籍調査の進捗率が急速に伸びる
１2%（ H14年度末）→21%（H19年度末）

連携を図ったことで得られた効果
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林野庁（森林組合）と連携した地籍調査 （事例）

○平成２０年３月「森林組合と連携した地籍調査の推進について」（国土交通省土地・水資源局長通知）

→森林組合が保有する森林情報を地籍調査に活用、地籍調査成果を森林組合へ提供することで森林の
管理等に活用するなど連携を図るよう指導

国の取組

都道府県・市町村の取組
連携の強化を指導

地籍調査実施主体
（中津川市）

加子母森林組合

森林境界情報
森林施業の範囲や、
所有者等の情報

独自システム
（ＧＩＳ）に入力情報提供

事業計画策定

情報共有
（連絡会議の実施）

森林施業情報

優先度が高い
地区から調査
が可能

適切な
森林管理

岐阜県中津川市（加子母森林組合）の事例

【地籍調査部局の効果】
・森林境界情報を活用することによる
地籍調査の効率化

【森林組合の効果】
・地籍調査成果を活用することにより
林道整備等、各種事業に活用

連携を図ったことで得られた効果連携を図ったことで得られた効果

公図 森林境界情報

調査図素図作成

地籍調査実施

地籍図作成

森林施業や事業等に活用登記所へ成果送付

情報提供

森林境界情報の
活用で地籍調査
を効率化

精度が低い
公図から作成
するのは困難

空中写真等


